
【判例百選電子版（近時版）】
   判例百選、重要判例解説及び判例精選の刊行後10年未満でかつ各誌の最新版を収録。

【判例百選アーカイブ】
　判例百選、重要判例解説び判例精選は刊行後10年を経過したもの及び10年未満でも改訂され
　たものを収録、併せて、基本判例解説シリーズ、基本判例シリーズ等を収録。

「判例百選」の最新号が2011年10月より、Webでも読めるようになりました。しかも、電子版では
本文中の判例から判例データベースにリンクできます（注1）（注2）。

（注1）：判例リンクは出典が特定できた判例のみで、出典がない判例にはリンクを付しておりません。
（注2）：紙の本紙発行日から2ヶ月遅れで電子版が登載されます。

収録対象

検索方法

判例百選電子版のご案内

・記事検索
・各号目次
・冊子検索
・判例検索                               



■価格
　判例百選電子版（近時版）：刊行後10年未満かつ各誌の最新版  1ID月額1,000円（税抜）
   判例百選アーカイブ：刊行後10年を経過したもの及び10年未満でも改訂されたもの
                                 1ID月額2,300円（税抜）
   判例百選電子版（近時版）＋アーカイブセット：1ID月額2,310円（税抜）

■提供形態
　判例百選電子版は、インターネット経由でコンテンツを提供するWebサービスです。
　判例データベース各社のサービス提供でのご利用となり、有斐閣から直接提供しておりません。
   また、取次・書店での取り扱いはございません。

お問合せ先

㈱有斐閣  デジタル出版部
tel : 03-3221-4851　月～金 9：30～17：00 （年末年始、祝日除く）
e-mail : media-for@yuhikaku.co.jp

【各社連絡先】

第一法規株式会社
　tel：0120-203-480
　e-mail：info-d1law@daiichihoki.co.jp

株式会社エル・アイ・シー
　tel：03-3401-5181
　e-mail：info@hanreihisho.com

株式会社ＴＫＣ
　tel：0120-114-094
　e-mail：lexcenter@tkc.co.jp

ウエストロー・ジャパン株式会社
　tel：0120-100-482
　e-mail：support@westlawjapan.com
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PDF上で本文中の判例部分をクリックすると判決文にリンクします

目次の1頁目が表示され、
目次上で論文タイトルをク
リックすると論文の1頁目
にリンクします。

■冊子検索

判決文へ（イメージ）

　　　　　　　　　　強制執行停止決定に対する特別抗告事件

【裁判年月日】 
昭和２５年　９月２５日
【事件番号】 
昭和２５年（ク）第４３号
【掲載文献】 
最高裁判所民事判例集４巻９号４３５頁 
 最高裁判所裁判集民事３号８１９頁 
 裁判所ウェブサイト 
【参照法令】 
民民事訴訟法３９８条

　　　　　　　　　　主　　　文

本件特別抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。

　　　　　　　　　　理　　　由

　抗告理由は末尾に添附した別紙記載のとおりである。
　原決定は、抗告人から相手方に対する東京地方裁判所昭和二五年（ヨ）八八七号賃金仮処分
申請事件につき同年四月一九日同裁判所のなした仮処分裁判に対し相手方から控訴の申立の
なされたことを事由として、民訴五一二条五〇〇条に従い、右控訴事件の判決あるまで前示仮
処分判決の執行停止を命じたものであることは、一件記録に照らし明らかである。
　思うに民訴五〇〇条の規定は、再審の訴等のあつた場合、将来その訴が理由あり原判決が
取消されるようなことのあるべきを考慮して裁判所は予め当該判決の執行の一時の停止又は既
になされた強制処分の取消等を命じ得るものとし、これによつて不当に強制執行のなされること
を防止する方途を開いたものであり、また、仮執行宣言付判決に対し上訴の申立のあつた場合

号数・号名・頁・論文名・
記事分類・事項索引で記事
検索ができます。

■記事検索

判例百選PDF

判例データベースの判決文へ（イメージ） 判例評釈のPDFへ
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 最高裁判所裁判集民事３号８１９頁 
 裁判所ウェブサイト 
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　　　　　　　　　　理　　　由
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